高等学校等就学費の給付を受けていない旨の誓約書

　　令和７年　　　月　　　日　
（あて先）
　埼玉県立川越総合高等学校長


申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　
保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　

　埼玉県立高等学校の授業料等減免申請を行うにあたり、高等学校等就学費＊の給付を受けていないことを誓約します。



＊高等学校等就学費とは
高校に通う上で必要となる経費の一部について、生活保護法第１７条の生業扶助として給付されるものです。高等学校等就学費の給付を受けている場合は、埼玉県立高等学校の入学料等相当額が生活保護費から措置されるため、減免を受けることはできません。














　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（学校確認欄）

確認日：　　　　　年　　　月　　　日　

